
平成２２年８月２３日 

青森県県境再生対策室 

 

県境産廃の推計量の見直しと対応について 

 

 

１ 廃棄物推計経緯 

(1) 実施計画（H16.1 環境大臣同意）において、高密度電気探査 9測線、ボーリング調査 15 孔

及び廃棄物・土壌分析結果等から、不法投棄された廃棄物量を 67.1 万ｍ３（単位体積重量 1.0

ｔ/m３）と推計した。 

(2) 平成 20 年 2 月の原状回復対策推進協議会において、平成 19 年度の撤去実績を踏まえ、残

廃棄物の単位体積重量を 1.5ｔ/m３に、廃棄物の全体量を 99.9 万ｔに見直した。 

(3) 平成 22年 3月末の廃棄物撤去量は約 53.6 万ｔに達し、これまで 3回の地山確認（約 15,000

ｍ２）で得られた知見等を踏まえ再推計した結果、現時点では廃棄物と汚染土壌の総量は 84.1

万ｍ３（124.5 万ｔ）と推計され、現計画に対し 17 万ｍ３（24.6 万ｔ）増加が見込まれる。 

 

２ 年度別撤去計画における課題 

増量に伴い、現行特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法（以下「特

別措置法」という。）の期限内では全量撤去が困難となるほか、廃棄物撤去後に行う現場内仮

設道路・選別場・洗車場等の撤去工事等については実施できないこととなる。 

 

３ 撤去計画の見直し 

平成 24年度までの間は、既定予算の範囲内で可能な限り廃棄物を撤去し、残った廃棄物及び

汚染土壌並びに現場内工作物の撤去等に要する事業費については、今後、国に対して特別措置

法の期間延長を要望するとともに、この枠組みの中で財政支援を要望していく。 

 

【現行撤去（見込）量】                                  （単位：千トン） 

 H16-19 H20 H21 H22 H23 H24 合計 

撤去見込量 149 157 230 223 223 17 999 

 

【見直撤去（見込）量】                                                （単位：千トン） 

 H16-19 H20 H21 H22 H23 H24 H25(財政支援を要望) 合計 

撤去見込量 149 157 230 223 223 137 126 1,245 

 

４ 総事業費（暫定） 

４９６億円（当初事業費４３４億円から６２億円の増） 

見直し 見直し 

資 料 


